
 

 

 

ご利用料金案内 

☆☆☆ 介護予防通所リハビリテーション ☆☆☆ 

≪1 割負担≫ 

 施設利用料（月） 

要支援 1 2,224 円 

要支援 2 4,331 円 

 
≪2 割負担≫ 

 施設利用料（月） 

要支援 1 4,447 円 

要支援 2 8,662 円 

 
≪3 割負担≫ 

 施設利用料（月） 

要支援 1 6,670 円 

要支援 2 12,993 円 

 

＊介護保険対象外利用料 

☆ 食費    1 日あたり 700 円 

☆ 教養娯楽費 1 日あたり 170 円 

☆ 日用品費  1 日あたり 170 円 

 

＊上記以外、提供サービスに応じ下記について加算させていただきます。 

☆ 運動器機能向上加算：244円（488円・731 円）／月 

利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施されるリハビリテーションを行った場合に加算

されます。 

 

☆ 12月超減算：開始月から 12 月を超えた場合に減算されます。 

                          要支援 1 22円（44円・65円） 

                          要支援 2 44円（87円・130円） 

 

☆ 栄養改善加算：217円（434円・650円）／月 

低栄養状態にある又はそのおそれのある利用者に対して、個別的に栄養食事相談等の栄養管理を実施

した場合に加算されます。 

 

☆ 栄養アセスメント加算：55円（109円・163円） 

栄養アセスメントを実施し栄養状態の情報を厚生労働省に提出し、サービス提供に活用している場合

に加算されます。 

 

☆ 口腔栄養スクリーニング加算Ⅰ：22円（44 円・65円）／回、口腔栄養スクリーニング加算Ⅱ：6

円（11円・17円）／回 

栄養状態に係る情報を介護支援専門員に文書で共有した場合に加算されます。 

 

 

＜改定＞ 

令和 4年 10月 1日 



  

☆ 科学的介護推進体制加算：44円（87円・130円）／月 

   利用者ごとの心身に係る基本的な情報を厚生労働省に提出し、サービス提供に活用している場合に加

算されます。 

 

☆ サービス提供体制強化加算 

  一定基準の職員が配置されている場合に下記の料金が加算されます。 

① 介護福祉士が 70％以上配置されている又は 10年以上の勤続年数がある介護福祉士が 25％以

上配置されている場合 

要支援 1： 96円（191円・286円）／月 

要支援 2：191円（382円・572円）／月 

② 介護福祉士が 50％以上配置されている場合          

要支援 1： 78円（156円・234円）／月  

要支援 2：156円（312円・468円）／月 

 

   ③ 介護福祉士が 40％以上配置されている又は 7 年以上の勤続年数がある職員が 30％以上配置

されている場合 

                        要支援 1： 26円（52 円・78円）  ／月 

                        要支援 2： 52円（104 円・156円）／月 

 

☆ 事業所評価加算：130円（260円・390円）／月 

要支援状態の維持・改善の割合が、厚生労働大臣の定める基準に適合している場合に加算されます。 

 

☆ 介護職員処遇改善加算：所定単位数に 4.7％を乗じた単位数 

介護職員の処遇改善の為、加算されます。 

 

☆ 介護職員等特定処遇改善加算：所定単位数に 2.0％を乗じた単位数 

介護職員等の処遇改善の為、加算されます。 

 

☆ 介護職員等ベースアップ等支援加算：所定単位数に 1.0％を乗じた単位数 

介護職員等の処遇改善の為、加算されます。 

 

※上記金額には、単位数の合計に 1単位 10.83 円を乗じた金額です。（名古屋市は 3級地のため） 

※（ ）内は介護保険負担割合が 2割・3割の場合の金額です。 

 

＊追加利用料（すべて消費税込みの料金です。） 

項  目 費  用 備  考 

紙オムツ代 
尿キャッチ 40 円／枚  

パ ン ツ 型 210 円／枚  

 

＊キャンセル 

お休みをされる際は事前にご連絡下さいますようお願い申し上げます。 

但し、利用者の急変等緊急やむを得ない場合は当日の午前 8時までにはご連絡下さい。 

 

 

                医療法人聖生会 

 介護老人保健施設 リハビリス井の森 

Ｔｅｌ（０５２）８９９－５５８８ 

Ｆａｘ（０５２）８９９－５５８９ 


